
外国人労働者の労働条件に関する相談（中国語） 
 
●外国人労働者相談コーナー（中国語） 
 
中国語による労働条件（賃金、解雇、年次有給休暇など）に関する相談を受
け付けています。日時は変更となる場合がありますので、あらかじめ電話で確
認して下さい。 
 
場所： 長崎労働局 労働基準部 監督課 
    外国人労働者相談コーナー 
日時： 毎月第１・第３水曜日 9:00～17:00 
方法： 面談、文書、電話 
料金： 無料 
電話： 095-801-0030（監督課） 
ＦＡＸ：095-801-0031 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

对外国劳动者开设的有关劳动条件的咨询（汉语） 
 
●对外国劳动者开放的劳动条件咨询角 （汉语） 
 
如果您有关于对工资 、解雇 、工龄假等的劳动条件的烦恼的话，您可以用汉

语向我们咨询。 
咨询角的开设日期如下所示，会有变更的可能，请事先打电话确认。 

 
咨询地点：  长崎劳动局  劳动基准部 监督课 

             外国人劳动者咨询角 
  咨询日期：  每月的第 1周 和 第 3周的星期三  9:00～17:00 
咨询方式：  面谈、 书信、 电话 
咨询费  ：  免费 
电话号码：  095-801-0030 （监督课） 
传真号码：  095-801-0031 

 
 
 
 


